
平成28年度取りまとめ政策レビューの取組方針

第三者の知見の活用
国際会議等の誘致件数や、それを支える施策の実施状況について、ＭＩＣＥ関係の有識者により構成されるＭＩＣＥ国際競争力強
化委員会において、ご意見を頂くことを予定している。また、国土交通省政策評価会における本テーマに対する意見及び個別指
導の際の助言等を活用する。

備　　考
関連する政策チェックアップ指標
業績指標９３　主要な国際会議の開催件数におけるアジアでの順位

評　価　の　視　点

日本再興戦略（2015年6月30日閣議決定）において、「2030年にはアジアNO.1の国際会議開催国としての不動の地位を築く」とい
う目標が掲げられた。
その実現に向けて、「我が国のMICE国際競争力の強化に向けて」（MICE国際競争力強化最終とりまとめ）で定めた以下４つの
テーマが、国際会議等の誘致に効果的に働いているかどうかを検証する。
テーマ①：都市の誘致競争力の強化
テーマ②：MICEプレイヤーの強化
テーマ③：チームジャパンの誘致体制の構築
テーマ④：国・都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用

評　価　手　法

以下の手法により評価を実施する。
（１）ICCA等の国際会議統計を利用して、我が国における国際会議開催件数の達成状況を検証する。
（２）「2030年にはアジアNO.1の国際会議開催国としての不動の地位を築く」という目標を達成するために掲げたテーマに紐付く施
策に関し、施策の進捗効果・課題について、評価・分析を実施する。

検　討　状　況
「我が国のMICE国際競争力の強化に向けて」（MICE国際競争力強化最終とりまとめ）で示された考え方等に沿って、現在の施策
を点検するとともに、最新データの収集及び必要に応じて関係者にヒアリング等を行う。

テ　ー　マ　名 MICE誘致の推進

対象政策の概要
国際会議等を開催することは、①開催地域を中心に大きな経済波及をもたらす、②ビジネス機会やイノベーションを創出させる、
③都市の競争力・ブランド力を向上させる、というメリットが見込めるため、我が国において国際会議等の誘致・開催を促進する。

評価の目的、必要性

【必要性】
世界全体の国際会議の開催件数は年々増加しており、特に急速な経済成長を背景にアジアの開催件数が伸びている。韓国・中
国・シンガポール・豪州等のアジア諸国においては、国際会議の誘致の取組を強化しており、今後更なる拡大が見込まれるため、
誘致競争がより厳しくなると考えられる。我が国の国際会議等分野の国際競争力強化を引き続き図るため、MICE誘致の進捗状
況について評価を行う必要がある。
【目的】
これまで取り組みを行ってきた国際会議等の誘致・開催を推進する施策の進捗や効果について評価・分析を行うことで、今後の
施策立案に寄与することを目的とする。

資料２－６









































ユニークベニューの開発・利用促進 国内受入地の魅力向上

【ユニークベニューとは】
○ 国際会議等の開催に際し、博物館や美術館、歴史的建造物、世界遺産などをレセプション会場、イベント会場として使用する

ケースが増えている。このように特別に開放された会場を「ユニークベニュー」 （Unique Venue ： 特別な場所）という。
○ ユニークベニューでのイベントは、話題を呼ぶとともに参加者に文化や歴史的な体験を提供する機会を与え、MICEの成功と

開催地を強く印象づけることができる。

【観光庁の取組】
○ モデル事業を実施
○ ユニークベニューとしての利用円滑化のための手引きやベストプラクティス集をとりまとめ
○ ユニークベニュー候補施設をリスト化 （日英）

観光庁HPにリスト化施設を掲載 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page07_000020.html

○ ユニークベニュー普及啓発のための実証支援事業（H28年度予算）

モデルイベントの事例モデルイベントの事例

【城郭の活用】
小倉城天守閣前広場（北九州市）
ICIAE2015 エクストラパーティで活用

ユニークベニュー ベストプラクティス集ユニークベニュー ベストプラクティス集 ユニークベニューホームページユニークベニューホームページ
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学術系の国際会議においては、日本国内の学会関係者（主催者）が会議誘致に立候補することが第一歩。主催者は、大学
の教員や研究者であることが多いが、研究活動等で多忙であることから、会議誘致に踏み出しにくいのが現状。
一方、海外の有力大学では、大学がカンファレンスサービスの機能を有しており、会議誘致・開催に伴う教員の事務負担を軽
減するシステムができている。その結果、多数の会議誘致につながるとともに、教員の研究環境の向上が図られている。

国際会議誘致に立候補しなかった理由国際会議誘致に立候補しなかった理由

研究者等のMICE誘致環境の改善

海外大学におけるカンファレンスサービス事例海外大学におけるカンファレンスサービス事例
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過去数年内に日本で開催したため

日本で開催する意義や必要性を感じないため

赤字となるリスクを負いたくないため

誘致・開催に携わることのできる会員や

事務局の人員が不足しているため

誘致活動においてキーマンとなる人材が

不足しているため

誘致活動にかけることのできる

資金が不足しているため

誘致活動についてのノウハウが

不足しているため

国内の会議施設等が規模等の

条件を満たしていないため

国際組織・団体や関連する団体の中における

日本の存在感や影響力が必ずしも高くないため

日本への国際会議の誘致が

自組織内における評価につながらないため
N=60

出所）観光庁実施アンケート「国際会議の日本への誘致に関するアンケート調査」

国際会議誘致に立候補しなかった理由として
“誘致活動のための人員不足”が多数挙げられている

出所）スタンフォード大学ホームページ
http://www.stanford.edu/dept/rde/cgi-
bin/drupal/conferences/

下記のようなサービスをワ
ンストップで提供することで
研究者の負担を軽減

• 会議内容へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

• 予算編成、契約関連のア
ドバイス

• 会場選定、準備
• スタッフの確保、派遣
• レジストレーション
• 飲食関係の手配 等

スタンフォード大学 カンファレンスサービス

• 教員の国際会議誘致に関する事務負担軽減のための
カンファレンスサービスを大学組織として設置

• 主に学内で開催される会議について予算編成や会場選定、
レジストレーション等の事務手続きをサポート

• 大学側にとっては多数の会議を誘致することで研究機関としての、
知名度、ブランド向上に繋がることがメリット

・大学・研究者等が容易に会議誘致・開催に取り組めるための課題・手法の調査検討、モデル事業をはじめとする支援策の
検討を行う。

＜国が検討すべき事項＞
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MICE分野の人材育成

○ 海外では、観光・ホスピタリティ系学部にMICEやイベントマネジメント等を専門とするコースが整備され、MICE産業界へ
の人材供給や本分野の学術研究が進められているため、我が国でも大学でのMICE教育を立ち上げることが必要。

○ 国際的に通用するMICE人材育成のための専門的なセミナーや研修を実施し、実務者向けの人材育成を推進する。

海外の大学におけるMICE教育の整備

韓国・ソウル 慶煕大学 ホテル観光管理カレッジ コンベンション管理学部

中国・北京 北京第二外国語大学 観光管理スクール コンベンション・展示会管理学部

米国・ラスベガス ネバダ州立大学ラスベガス校 ホテル管理カレッジ 観光コンベンション管理学部

米国・オーランド セントラルフロリダ大学ローゼンカレッジ イベント管理学科
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日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ＭＩＣＥセミナー初級者対象 （平成２６年５月）

●国際会議観光都市及びコンベンション推進機関等の関係者を対象に、国際会議やインセンティブ旅行の誘致業務に関する基礎的な知識について
成功事例等を用いて講義し、業務に対する理解を深めてもらうことを目的に研修事業を実施した。

●平成２６年度は、自治体・コンベンションビューロー、旅行業界関係者等より計６７人が参加。

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ＭＩＣＥセミナー 中級者対象（平成２６年８月）

●国際会議観光都市・コンベンション推進機関やＭＩＣＥに携わる旅行業界関係者等の職員で実務経験が３年以上ある者を対象に、国際会議及び
インセンティブ旅行の実践的な誘致のノウハウを有するＭＩＣＥの専門家を養成するための研修。

●平成２６年度は計３４人の参加があった。

国内におけるMICE人材育成の事例（平成２６年度）



これまでの取組

MICE誘致アンバサダープログラムの導入

主要分野の国際的リーダーをMICEアンバサダーに委嘱

（平成２５年度は８名、平成２６年度は５名）

これまでに既に３件の大型国際会議の誘致に成功

ＭＩＣＥアンバサダー

国内の啓蒙活動に加え、より具体的な国際会議の誘致案件がある者を
MICE誘致アンバサダーに認定(平成27年度は、上期8名、下期８名）

これまで年１回であった認定の機会を、年２回に変更

＜MICEアンバサダーが誘致した国際会議案件＞

誘致成功案件のさらなる拡充を目指す

MICEアンバサダー
氏名

国際会議名 参加国数 参加数（外国人） 開催都市 開催年月日予定

陳 隆明 国際義肢装具協会 世界大会 70 5,000(3,000) 神戸 2019年10月

栗原 祐司 世界博物館大会 120 2,500（2,000） 京都 2019年9月

原科 幸彦 国際影響評価学会 世界大会 120 1,000(700) 名古屋 2016年5月

MICE誘致アンバサダーの新設（平成27年8月）
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★ 参加者拡大に向けた参加奨励レター
メッセージの発出

★ 総理、関係省庁大臣名による招請レターの発出

政府の横断的体制の構築（総理・関係省庁大臣の招請レター）

【国際会議等の誘致・開催の流れ（立候補後）と国の主な役割】

立候補

投票等により決定

開催

開催準備

立候補提案書類の提出

「第40回ACM SIGIR」 誘致のための
国土交通大臣名レター （2017年 東京）

★ 主催者の誘致活動支援
（国際本部へのアプローチ等）

〇 国際会議は通常、複数の国から立候補があり、主催団体内の投票等により決定される。その際、
開催国政府からの支援状況も重要な判断要素となる。

〇 このため、各国とも首脳や関係大臣等が誘致支援のための招請レターを発出し、自国への会議
誘致に努めている。（さらに誘致成功後は、参加者拡大に向けたレターを発出する場合も多い）

〇 我が国としても国際会議等の積極的な誘致を図っていくため、会議の成功を国としても支援する
姿勢と熱意を示すため、会議開催分野の関係省庁や総理の招請レター発出が重要。

誘致活動
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「グローバルMICE戦略都市」の育成 【アドバイザーの評価】

ユニークベニューの開発・利用促進 【MICE関係団体の利用状況】

研究者等のMICE誘致環境の改善 【研究者等へのアンケート状況】

MICE分野の人材育成 【CMP※等国際資格取得者の国際比較、セミナーの実施状況】
※CMP= Certified Meeting Professional （MICE業界の国際認証）

MICEアンバサダープログラムの導入 【海外のアンバサダープログラムの国際比較】

政府の横断的体制の構築・在外公館や関係府省との連携
【関係府省大臣レター発出状況、在外公館との連携状況 】

成長分野をターゲットとしたMICE誘致・開催に向けた連携
【国・都市の科学・技術・医学分野の会議開催件数国際比較】

施策の評価指標案

主な施策の評価は以下の指標を参考に実施
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（参考）政府におけるMICEの位置づけ



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」2015におけるMICE関連施策①

外国人ビジネス客を積極的に取り込むため、来訪・滞在環境の整備を
進めるとともに、MICEの誘致・開催を通じて、国際ビジネス･イノベー
ション拠点としての日本の都市の魅力を発信することにより、日本への
ビジネスの呼び込みや、対内直接投資・拠点機能の誘致等を促進し、
我が国の経済をより力強いものにしていく。あわせて、直接的な消費効
果はもとより、日本での滞在経験を世界に向けて効果的に発信する等、
発信力・発言力の高い富裕層の積極的取り込みを図る。

さらに、我が国が真の観光立国を実現するためには、量的拡大のみな
らず、日本を訪れる外国人旅行者に、我が国の歴史的・文化的な魅力を
知り、各地で日本人の暮らし・生き方に直接触れてもらうことにより、深く
日本を理解してもらう等、質の高い観光交流を推進することが重要であ
る。 27

５．外国人ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
（観光立国推進閣僚会議 平成27年6月5日）



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」2015におけるMICE関連施策②

「５．ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流
（１） 外国人ビジネス客の取り込み強化」（抜粋）

・ 国際会議等の参加者やVIP 等の空港での出入国手続きの迅速化を
図るため、2015 年度に、まず成田空港・関西空港の入国審査場に
おいて、ファーストレーンの運用を開始するとともに、両空港における
運用状況を踏まえつつ、他の主要空港における早期導入の検討を進
める。【新規】
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◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
（観光立国推進閣僚会議 平成27年6月5日）



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１５におけるMICE関連施策 ③

「５．ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流
（２） MICE に関する取組の抜本的強化

＜MICE誘致による地域の活性化＞ 」（抜粋）

・ JNTO が、地方都市のニーズや体制に応じたきめ細かなコンサルティ
ングを行い、地方都市のMICE 誘致力を向上させる。【新規】

・ 中規模程度のコンベンションの受け皿を充実させるため、新たに「グ
ローバルMICE 強化都市」を４都市程度選定する。【新規】

・ 名古屋大学等の取組を参考に、地元大学、自治体、民間事業者との連
携枠組みの構築を促すことにより、大学関係者等MICE を主催しようと
する者の掘り起こし、支援を行う。【新規】

・ MICE 施設整備等の優良な民間都市開発プロジェクトについて、民間
都市開発推進機構が安定的な金利で長期に資金を供給する。
【改善・強化】 29

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
（観光立国推進閣僚会議 平成27年6月5日）



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１５におけるMICE関連施策 ④

「５．ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流
（２） MICE に関する取組の抜本的強化

＜戦略的な国際会議の誘致＞ 」（抜粋）

○日本が優位性を有し、さらなる発展が期待される科学、技術、医学分野を
重点分野とし、当該分野に関する国際会議の誘致に集中的に取り組む。
・ 重点分野における国際会議誘致のキーパーソンを「MICE 誘致アンバ

サダー」（仮称）に認定し、会議の開催場所を実質的に決定する権限を有
する者への直接的な働きかけ等により、誘致を強力に進める。【新規】

・ 海外からのユニークベニューの問い合わせに迅速かつ実効的に対応し、
具体的な開催候補 地の提案・情報提供を行うため、JNTO に一元的な
問い合わせ窓口を設置するとともに、ユ ニークベニューとして活用可能
な施設、文化財等をリストアップして公表する。【新規】

・ 日本学術会議と観光庁の連携強化により、学会やアフターコンベンショ
ンでのユニークベニューの活用を促進する。【新規】 30

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
（観光立国推進閣僚会議 平成27年6月5日）



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１５におけるMICE関連施策 ⑤

「５．ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流
（２） MICE に関する取組の抜本的強化

＜インセンティブ旅行における重点市場の設定＞ 」（抜粋）

○2015 年70 万人を目標とし、中国、韓国、米国、タイ、台湾、インド
ネシア、マレーシアを重点市場として、インセンティブ旅行の誘致を集中
的に実施する。

・ JNTO の海外事務所と現地日系企業・商工会等の連携を強化し、
日本へのインセンティブ旅行の情報発信や誘致の働きかけを強力
に行う。【新規】

・ インセンティブ旅行の誘致に向けて、JETRO 等とも連携し、生産
現場の見学や企業関係者との意見交換会などの産業観光プログラ
ムを充実する。【新規】
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◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
（観光立国推進閣僚会議 平成27年6月5日）



「明日の日本を支える観光ビジョン」 MICE関連部分抜粋

○ MICEの誘致促進に向け、政府レベルで支援する体制を
構築するため、関係府省連絡会議を年内に新設し、以下
の取組を実施。

○ 将来的に、官民連携の横断組織を構築し、オールジャパ
ン体制での支援を実施 32

◆明日の日本を支える観光ビジョン
（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 平成２８年３月３０日）

MICE誘致の促進

・レセプションでの国立施設の使用許可

・ポスト・コンベンション/展示会向け施設の拡充

・グローバル企業のビジネス活動を支える会議施設等の整備への支援
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目標管理型の政策評価の改善方策（平成 27 年度） 
 

 

Ⅰ．総論 

 目標管理型の政策評価（以下「目標管理型評価」という。）は、各府省が自ら、

施策の目標を定め、目標に対する実績を測定して、目標の達成度合いを事後評価す

るもので、平成 25 年 12 月の「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン

（以下「ガイドライン」という。）」に沿って実施されているものである。 

目標管理型評価とは、本来、目標の達成度を判断できる測定指標によって PDCA

サイクルを回すものであり、そのためには、定量化された測定指標と目標値を設定

することが基本となる。定量化が難しい場合は、定性的な測定指標と目標値を用い

るが、進捗状況や目標達成度が判断できることが前提である。このような測定指標

等を設定できる施策を中心に目標管理型評価を活用していく必要がある。 

 この目標管理型評価は、各府省の主要な施策である約 500 施策が対象となってい

るが、実際に行われている評価をみると、これらの中には、①施策の特性に応じて

目標管理型評価が活用されているか、②目標等を設定するまでのプロセス（因果関

係）が明確か、③目標・測定指標の定量化が適切かといった点で課題があると考え

られるものも見受けられた。 

 目標管理型評価ワーキング・グループにおいては、政策評価を政策の見直し・改

善に資するものとすることを主眼として、各府省の事前分析表等を見ながら、各府

省の実情も踏まえ、外部有識者の意見も伺いながら改善方策を検討した。 

 今年度は、「施策の特性に応じた評価」、「目標等を設定するまでのプロセス（因

果関係）の明確化」及び「測定指標の定量化等」について検討を行っており、その

改善方策については、以下Ⅱ（1）～（3）に記述する。 

 

Ⅱ．改善方策 

（1）施策の特性に応じた評価 

 事後評価の対象となるのは、「当該行政機関がその任務を達成するために社会経

済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策」であり、各府省は、事後

評価のうち、目標管理型評価の対象施策として、約 500 施策を設定している。 

 目標管理型評価は、業務量や緊急性等を勘案した周期で、基本計画期間（3～5年）

内に少なくとも一度行うこととしている。また、評価を行わない年度においては、

毎年度、実績の測定（モニタリング）を行い、事前分析表に記入し、公表すること

としている。 
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＜モニタリングの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 現行では 65％（13／20 府省）の府省がモニタリングを活用して評価を行ってい

る。 

 

各府省 モニタリング
対象施策数 

評価周期 基本計画期間 

内閣府 14／69 施策 3 施策は 3年ごと 
11 施策は 2年ごと 

3 年間 
（26～28 年度）

公正取引委員会 全 8施策 3 年ごとに評価 5 年間 
（23～27 年度）

復興庁 全 6施策 基本計画中に少なくとも 1回 4 年間 
（24 年 2 月 
 ～28 年 3 月）

総務省 全 19 施策 15 政策は 3年ごと 
4 政策は 2年ごと  

5 年間 
（25～29 年度）

公害等調整委員
会 

全 3施策 3 年ごと 3 年間 
（26～28 年度）

法務省 10／17 施策 2 施策は 4年ごと 
6 施策は 3年ごと 
2 施策は 2年ごと 

5 年間 
（26～30 年度）

外務省 16／19 施策 2 グループに分け 2年ごと 5 年間 
（25～29 年度）

文部科学省 全 46 施策 2 施策は 5年ごと 
44 施策は 3年ごと 

5 年間 
（25～29 年度）

厚生労働省 全 70 施策 基本計画中に少なくとも 1回 5 年間 
（24～28 年度）

農林水産省 13／16 施策 基本計画中に少なくとも 2 回
予定 

5 年間 
（27～31 年度）

国土交通省 全 44 施策 2 年ごとに同時 5 年間 
（26～30 年度）

環境省 38／45 施策 11 施策は 3年ごと 
27 施策は 2年ごと 

5 年間 
（23～27 年度）

防衛省 全 25 施策 5 年ごとに評価 5 年間 
（26～30 年度）

 

（参考）＜毎年度全施策の評価を実施している省庁＞ 

各省庁 施策数 基本計画期間 

警察庁 18 施策 3年間（27～29 年度） 

特定個人情報保護委員会 3 施策 4年間（26 年 1 月～30 年 3 月） 

金融庁 20 施策 5年間（24～28 年度） 

消費者庁 11 施策 5年間（25～29 年度） 

財務省 31 施策 5年間（25～29 年度） 

 

☆ 

 25.4 
モニタリング 

☆ 

  

★
27.8

重点評価

★ 

 

☆ ☆

24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 

  
 26.4 

モニタリング 
28.4

モニタリング

30.8 
重点評価  29.4

モニタリング
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経済産業省 27 施策 3年間（26～28 年度） 

原子力規制委員会 5 施策 5年間（24 年 9 月～29 年 3 月） 

 

 各府省の事前分析表等を検証した結果、毎年度評価を実施している施策の中には、

モニタリングを活用している代表的な施策と考えられるものとの比較において、モ

ニタリングを活用する余地がある施策、目標管理型評価の対象として見直しの余地

がある施策が見受けられた。 

 具体的には、安定的・経常的な特性を持つ施策については、モニタリングを活用

して評価している府省が多いことから、例1aのような特性を持つ施策については、

業務量や緊急性等を勘案し、メリハリのある評価を図る必要性から、モニタリング

の活用を検討する余地があるのではないか。 

 モニタリングを活用する場合は、基本計画期間（3～5年）内に少なくとも一度は

政策評価を行うこととなっているが、例 2b のように、目標や実績値が安定的に推

移するような施策については、実績値に変化が生じた際に評価するという選択肢も

考えられる。 

 なお、モニタリングを活用するに当たっては、事前分析表の測定指標を用いて施

策の毎年度の実績を測定することから、測定指標やその目標値の妥当性を十分に確

保する必要がある。 

 また、例 3c のように、施策の特性から評価結果を施策の改善に反映する余地が

乏しいと考えられるものについては、目標管理型評価の対象とするのか見直しを検

討する余地があると考えられる。 
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例 1：実際にモニタリングを活用している施策 

a 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る（国土交通省） 

  ・ 測定指標：ホームページアクセス件数 など 

  ・ 平成 26 年度実績が前年度より悪化 → 評価は「進展が大きくない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）平成 27 年度国土交通省政策評価書より抜粋 

 

 

例 2：モニタリングを活用する余地がある施策 

b 政府調達に係る苦情処理とその周知・広報（内閣府） 

  ・ 測定指標：調達委員会の判断の趣旨と異なる裁判所の判断の件数（目

標 0 件）など  

  ・ 裁判所に提訴された件数は 0/2 件（26 年度） 

 

（出典）平成 27 年度内閣府事前分析表より抜粋 
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例 3：評価対象の見直し余地がある施策 

c 栄典事務の的確な遂行（内閣府） 

  ・ 測定指標：春秋叙勲の発令数 など 

  ・ 国事行為であり、叙勲の発令数等は内閣府ホームページで毎年度公表 

 

（出典）平成 27 年度内閣府事前分析表より抜粋 

 

 

（2）目標等を設定するまでのプロセス（因果関係）の明確化 

 ガイドラインにおいては、事前分析表の「目標設定の考え方・根拠」の記入

について、「達成すべき目標が、どのような考え方に基づいて設定されたのかに

ついて記入する。なお、必要に応じ、その根拠となる閣議決定、政府方針等も

記入する」とされている。さらに、「測定指標の選定理由及び目標値（水準・目

標年度）の設定の根拠」について、「選定された測定指標がどのような理由で目

標の達成状況を測定するために妥当であると考えたのかについて記入するとと

もに、設定された目標値がどのような理由で目標年度までに到達すべき目標値

であると考えたのかについて記入する。また、その根拠となる閣議決定や政府

方針等も記入する」とされている。 

 各府省は施策やその達成手段の企画立案に当たり、解決すべき課題の原因、

その課題を解決するための手段、当該手段がどの程度有効であるか等について、

事前に分析を行っているものと思われる。しかし、事前分析表では、施策の対

象の現状や課題が明らかにされていないものが多くなっている。また、目標の

達成のためにそれぞれの達成手段が論理的にどのような順序で結びついている

か、目標や測定指標を設定するまでのプロセス（因果関係）が十分に明らかに

されていない。 

 なお、各府省の施策の中には、例 4d 及び e のように、ガイドラインの事前分

析表のフォーマットをカスタマイズし、何らか体系的に記入している例が若干

ではあるが見受けられる。 

 経済財政運営と改革の基本方針 2015 において「エビデンスに基づくＰＤＣＡ

の徹底」、世界最先端 IT 国家創造宣言において「データを駆使した行政運営」
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が定められるなど、データなどのエビデンスに基づく分析が求められているこ

とを踏まえれば（別添参考）、評価の高度化やアカウンタビリティの向上を図る

観点から、可能な限り現状や課題をデータなどのエビデンスに基づいて分析し、

達成すべき目標、目標を達成するために必要な手段、目標の達成度合いを測定

するための測定指標を設定するまでのプロセス（因果関係）を明らかにするこ

とが望ましい。 

 その際、現状や課題に関する情報やデータが無く、情報やデータの収集に時

間・コストや事務負担を要するなど、施策の特性にも留意する必要がある。し

たがって、全ての施策について、画一的に詳細な記入を行うことは効率的では

ないと考える。 

 また、政策評価書で、事前分析表における達成手段が目標に寄与しているか、

達成手段以外の外部要因が実績に影響を与えたかなどを検証し、明らかにする

必要があり、目標への寄与が乏しい達成手段については、必要な見直しを行う

ことが重要である。 

 

 

（参考）＜カスタマイズ状況＞ 

事前分析表 警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務

省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、防衛省 

評価書 警察庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

防衛省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

例 4：現状や課題の記入例 

d 運転者対策の推進（警察庁） 

  ・ 飲酒運転等の悪質性・危険性の高い運転に起因する交通死亡事故は、

減少傾向にあるものの、依然として多い。 

  ・ 高齢社会の進展に伴い、高齢運転者による交通事故の増加が懸念 

 

（出典）平成 27 年度警察庁事前分析表より抜粋 

 

e 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（法務省） 

  ・ 刑務所再入所者に占める無職者の割合は依然として高い割合で推移 

  ※刑務所再入所者のうち、無職者が占める割合は、最近 10 年間において増

加傾向が続いており 73％となっている。（「再犯防止に向けた総合対策」

（平成 24 年 7 月犯罪対策閣僚会議）） 

  ・ 測定指標：刑事施設における職業訓練の充実度 等 

 

 

（出典）平成 27 年度法務省事前分析表より抜粋  
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（3）測定指標の定量化等 

 「測定指標」については、ガイドラインにおいて「原則として「達成すべき

目標」に関し達成すべき水準が数値化されている測定指標を記入する。数値化

が困難な場合は、定性的なものであっても可」とされており、現行では各府省

で、約 7 割の測定指標が定量化されている。 

 経済財政運営と改革の基本方針 2015 において「行政に対する定量的な評価に

係る取組が十分でない」、平成 27 年度の行政事業レビュー実施要領においても

「成果目標は指標を用いてできる限り定量的に示すこと」と定められるなど、

定量的評価が求められており、定量化が不十分な指標については引き続き定量

化を図るべきである。 

 一方で、例 5 のように、測定指標の定量化の難しさが顕在化してきている施

策も見受けられ、このような施策については、その特性に応じて定性的評価も

活用していく必要がある。 

 また、測定指標を補う参考指標を活用している施策は全施策数の約 4 分の 1

を占めており、測定指標だけでは、施策を網羅的に評価することが困難な場合

も考えられるため、例 6f 及び g のように必要に応じて測定指標を補完する参考

指標を活用することが有益であると考えられる。 

 

例 5：外務省政策評価アドバイザリー・グループ第 22 回会合議事録抜粋 

 複雑な要素が絡む外交政策では、数値で効果を測る定量的な評価はなじみに

くいとの点である。要人往来数、二国間会談数等の定量的な指標を設けている

が、こうした指標は外交政策の進捗の一側面しか示さないものが多い。このた

め、当省の政策評価においては、定性的な測定指標による評価が中心となって

いる。 

 

例 6：参考指標を活用している施策 

f 観光立国を推進する（国土交通省） 

  ・ 参考指標：訪日外国人の満足度 等 

 
（出典）平成 27 年度国土交通省事前分析表より抜粋  
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g 競争政策の広報・広聴（公正取引委員会） 

  ・ 参考指標：セミナー参加者の内容理解度や満足度 

 

（出典）平成 27 年度公正取引委員会事前分析表より抜粋 

 

Ⅲ．今後の取組 

 目標管理型評価ワーキング・グループは、引き続き、政策評価を政策の見直し・

改善に資するものとすることを主眼として、「施策の特性に応じた評価」、「目標等

を設定するまでのプロセス（因果関係）の明確化」及び「測定指標の定量化等」の

各フィジビリティの検証など、各府省の実情を踏まえながら必要な改善方策の検討

を行う。 
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参考 

 

 

◎経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）（抄） 

［Ⅲ］公共サービスのイノベーション 

行政に対する定量的な評価、評価に基づく業務の効率化に係る取組が十分でなく、

それらに関する情報開示も遅れていることを踏まえ、「公共サービスの徹底した見え

る化（現状、コストと政策効果）」、見える化された情報を用いた「エビデンスに基づ

くＰＤＣＡの徹底」、「マイナンバー制度の活用やＩＴを活用した業務の簡素化・標準

化」を 3本柱として、重点的に取り組む。こうした取組により、行財政改革の遅れて

いる国の機関、自治体等の取組を促すとともに、企業等による新サービスの創出を促

進する。 

（公共サービスの現状、コスト、政策効果等に関する徹底した見える化） 

現状では、データ情報の形式の制約等から行政コスト等について予算・決算ベース

での横断的分析や時系列分析を行うことが困難なものもある。各府省庁、各自治体の

行政経費やストック情報等を比較できるよう、誰もが活用できる形での情報開示を集

中改革期間内に抜本的に拡充する。 

（エビデンスに基づくＰＤＣＡの徹底）  

上記の徹底した見える化によって明らかにされる情報等に基づき、各府省庁は行政

事業レビュー等において、歳出改革の効果に関する評価をはじめ、各事業の厳格な評

価を行うとともに、その結果を公表する。さらに、評価の翌年度予算の要求に際して

は、評価結果をどのように反映したか整理し公表する。  

 

◎世界最先端 IT 国家創造宣言（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）（抄） 

4．IT を利活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会 

（前略）データ駆動型の行政運営に取り組み、革新的かつ透明性の高い電子政府

の実現を目指す。今後、政府においては、組織や業務の壁を越えた分野横断的なデ

ータの利活用を含め、データを駆使した行政運営を強化し、政策企画や評価の高度

化、サービスの品質向上、行政運営の効率化を図る。 

 

◎行政事業レビュー実施要領（平成 27 年 3 月 31 日行政改革推進会議改定）（抄） 

 第 2 部 事業の点検等 

  1 レビューシート（行政事業点検票）の作成及び中間公表 

  （2）レビューシートの作成 

   ② レビューシートの作成に際しては、以下の点に特に留意するものとする。 

   ア 成果目標は事業の効果検証に極めて重要であることから、成果目標及び成

果実績（アウトカム）の記載に際しては、以下によることとする。 

      ｃ 成果目標は指標を用いてできる限り定量的に示すこと。 
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◎外部有識者一覧 

田 中 啓（静岡文化芸術大学文化政策学部教授） 

南 島 和 久（神戸学院大学法学部准教授） 

西 出 順 郎（岩手県立大学総合政策学部教授） 

深 谷 健（武蔵野大学法学部政治学科専任講師） 

松 田 憲 忠（青山学院大学法学部教授） 

 




